
 

現在お教室に通われていない皆様に「通信指導」を行っています。 

 

本院では、このような方々への行き届いた指導体制も整えています。 

・遠隔地で教室に出向いての指導を受けることが難しい！ 

・勤務地や都合で教室に通う日程が取れない！ 

・展覧会出品、段位・級位検定試験の際だけでも臨時に指導を受けたい！ 

日本総合書芸院は、内閣総理大臣公認の公益社団法人です。 

これは、本院が書道を通じて、「社会文化の向上に役立つ団体」として認められたと

いうことであると同時に、広くどなたでも、気軽に相談できる窓口を開くという、大事

な役割も担っているものです。 

 本部において、相談者の意向に合った指導が受けられるよう、責任を持って指導者を

選任し、「教室の案内」や「通信による指導」について調整を行い、皆さんの利便を図

れるよう努めています。 

まずは、一人で悩まず、気軽にご相談下さい。 

指導者は、理事会で選任された、本院理事等の先生が添削指導に当たります。 

 

添削・お手本の指導料金（1枚につき） 

用紙サイズ 添削料金 

1枚につき 

お手本料金 

1枚につき 

半紙～半切 1/4 300円 500円 

半切 1/4を超えるサ

イズ～半切 1/2以下 

400円 1,000円 

半切 1/2を超えるサ

イズ～ 

（半切含む） 

500円 3,000円 

全紙以上 1,000円 5,000円 

硬筆 200円 500円 

詳細につきましては、事務局までお問い合わせください。 

公益社団法人日本総合書芸院 事務局 

℡ 0467-23-2100 


